
 

民設民営学童クラブ事業費補助金の補助対象事業の募集について 

 

 学童クラブへの保護者のニーズは、安全・安心な居場所としての機能だけではなく、延

長保育やより柔軟な運営など多様化しています。子どもに多様な体験・活動を提供するな

ど、より多様な保育ニーズに応えられる放課後の居場所を確保するため、民設民営学童ク

ラブへの補助制度を創設し、下記のとおり補助対象事業を募集することといたしました。 

 

記 

 

１ 応募事業者 

  市内で児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２項に規定する放課後

児童健全育成事業（学童クラブ事業）を実施するために学童クラブを設置し運営する民

間事業者 

  

２ 補助対象となる学童クラブ 

(1) 新たに設置する学童クラブ １か所程度 

※令和２年度中に開設準備を行い、令和３年度から運営を開始する学童クラブを対

象とします。 

(2) 新たに運営する学童クラブ １か所程度 

※令和２年度中に運営を開始する学童クラブを対象とします。 

 

３ 補助対象事業の決定 

  応募事業者が提案した事業計画等に基づき、予算の範囲内で決定いたします。 

 

４ 今後の予定 

  令和２年 ９月下旬 申込み受付締切 

１０月中旬 補助対象事業の決定 

      １１月上旬 事業者において入会受付開始 


